市立墓地（城北霊園）永代使用の希望者募集について

	申し込み対象者
	○本市に住所または本籍を有する人。

（市外在住者は、墓地使用に関する一切の事項を処理する市内在住の代理人の選定が必要です。）

	市立墓地の場所
	○中村丸の内2399－2外

	募集区画数
	○５区画

未使用区画－４区画（区画番号：219、304、377、401）
使用区画－１区画（区画番号：263）

※　霊園入口に区画表示板を設置していますので、事前に現地をご確認のうえお申し込みください。

	永代使用料及び管理手数料
	○永代使用料‥‥‥‥450,000円
○管理手数料‥‥‥‥3,150円／年（22年度は月割）
※ 貸付時において永代使用料及び管理手数料（5年分）を一括で納付していただきます。

	使用期間
	平成22年度貸付日から永年とする。

	申込受付期間
	平成22年9月10日（金）から27日（月）まで

	申込方法
	○墓地使用申込書に必要事項を記載して申請してください。

○申し込みは、原則として１世帯につき１件とします。
○申込者が多数の場合は抽選を行います。
○抽選は区画ごとで行ないます。
○申込書は市民課または総合支所住民課でお渡しします。

	その他の条件
	市立墓地の使用にあたっては、「四万十市立墓地の設置及び管理に関する条例」及び「同施行規則」に定める一定の制限があります。

	抽選予定日
	平成22年10月5日（火）午前10時～
場所：市役所3階　会議室303・304
※抽選者は申込者及び申込者に委任（要委任状）された方のみです。

	問い合わせ

申し込み先
	本庁：市民課市民係（霊園担当） (34)1113（内線2141）
総合支所：住民課　　(52)1111


